
ドクターヘリの全国的な配備等   



ドクターヘリ導入促進事業について  

［互二三］  

○ 厚生労働省において平成11年度及び平成12年度に川崎医科大学付属病院高度   

救命救急センター（岡山県）、東海大学医学部付属病院救命救急センター（神奈川   

県）の全国2ケ所で「ドクターヘリ試行的事業」を実施し、これまでの実績におい   

ても救命救急医療上、顕著な成果をあげている。   

○ 内閣（内政審議室）に設けられた「ドクターヘリ調査検討委員会」において、 ド   

クターヘリ事業の実施を強く期待する報告書（平成12年6月）がとりまとめられ、   

平成13年度から、救急医療体制のさらなる充実を図るため、ドクターヘリ事業を   

全国展開している。   

○ 平成13年度は、岡山県（川崎医科大学附属病院）、静岡県（聖隷三方原病院）（平成18年度より県単独事   

業として実嵐－、千葉県（日本医大千葉北総病院）、愛知県（愛知医科大学附属病院）、福岡県（久留米大学病院）の5県   

で導入。  

平成14年度は、神奈川県（東海大学病院）、和歌山県（和歌山県立医大附属病院）の2県で導入。  

平成15年度は、静岡県にて2機目（順天堂大学医学部附属静岡病院）を導入。  

平成17年度は、北海道（手稲渓仁全病院）、長野県（佐久総合病院）の2道県で導入。  

平成18年度は、長崎県（長崎医療センター）で導入。  

平成19年度は、埼玉県條玉医科大学総合医療センター）、大阪府（大阪大学医学部附属病院）、福島県（福島県   

立医科大学附属病院）の3府県で導入。  

※ 平成20年1月末現在、13県・13機にて事業を実施。  

平成20年度予定額  

ドクターヘリ導入促進事業  

1，359百万円（前年度1，103百万円）  

16ケ所（前年度13ケ所）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

1ケ所当たり年間約170百万円  

救命救急センター等  

事業名  

予算額  

箇所数  

補助率  

基準額  

実施主体  

※ 医療提供体制推進事業費補助金（統合補助金）（17，159百万円）の内数   

※ 「ドクターヘリ」とは、救急専用の医療機器を装備したヘリコプターを救命救急センターに常   

駐させ、消防機関・医療機関等からの出動要請に基づき救急医療の専門医・看護師が同乗し、救   

急現場等に向かい、 現場から救命救急センターに搬送するまでの間、患者に救命医療を行うこと   

のできる専用ヘリコプター。  

ドクターヘリ導入促進事業では、民間ヘリコプター会社を活用し、委託により専用ヘリコプタ   

ーを救命救急センターに常駐させる。   



これまでのドクターヘリの配備状況  



「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」  

の概要  

ドクターヘリの定義  

医師等が搭乗するドクターヘリに限る。※消防防災ヘリ等は対象としない。  

地域の実情を踏まえつつ全国的に整備（以下の事項に留意）  整備の目標  

都道府県が行うこと  国が行うこと  

○医療法に基づく「基本方針」に、ドクターヘリを  
用いた救急医療確保に関する事項を記載  

○都道府県に対し、予算範囲内において、責用  
を補助（補助率1／2）  

嘲設置  

○健康保険等の適用に係る検討（法施行後3年）  

○医療法に基づき、基本方針に即して、「医療計画」  
に、ドクターヘリを用いた救急医療確保を記載  

○運航に係る環境整備（搬送に関する基準作成、着  
陸場所の確保、隣接県との共同運航の調整等）  

○病院の開設者に対する責用の補助  

公布日（平成19年6月27日）施行 ※法人制度の設置は平成20年6月27日まで。   
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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別  

措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令（案）  

の概要  

1．制定の趣   

平成19年6月27日に救急医療用ヘリコプターの全国的な整備を図ること  

を目的とした「二救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措  

置法」（以下「法」という。）が公布され、同法において、病院の開設者に対し  

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための  

助成金を交付する事業（以下「助成金交付事業」という。）を行う法人の登録制  
度が創設されたところ。   

本省令は、当該登録制度の設置に閲し、助成金交付事業の内容、登録法人の基  

準等を定めるものである。  

■2 省令の内容 ■ l  

（1）法第9条第1項において厚生労働省令で定めることとされた助成金交付事業に   

ついては、以下のいずれかの費用に充てるための助成金を交付する事業であって、   

営利を目的とするものでないものとする。   

①救急医療用ヘリコプターの確保及びその運航のための基盤整備に要する責用   

②救急医療用ヘリコプターの運航に要する費用   

③救急医療用ヘリコプターの運航の支援に要する費用   

（2）法第9条第3項第1号において厚生労働省令で定めることとされた基金に関す  

る基準については、以下のとおりとする。   

①その管理者が置かれていること。   

②その収入は、寄附金及び当該基金の運用により生じた収益で構成されているこ  

と．   

③その支出は助成金の交付及びこれに要する費用並びに当該基金の管理及び運用  

に要する費用以外に充てられていないこと。   

④③で定める費用の額が実貴を勘案して合理的であると認められる範囲内であ  

ること。   

⑤その支出について、（3）の⑤の委員会の意見を聴取していること。  
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⑥その運用の状況に関する記録が作成されていること。   

（3）法第9条第3項第2号において厚生労働省令で定めることとされた登録法人に   

関する基準について、以下のとおりとする。  

（Dその役員に救急医療に関する識見を有する者が含まれていること。   

②救急屡療の充実に関する事業について相当の実績を有すること。   

③助成金交付事業を継続的に実施できると認められる計画を有すること。   

④特定の地域に偏ることなく全国的に助成金交付事業を実施すること。   

⑤医療、法律、会計等に関して識見を有する第三者からなる委員会を設置している  

こと。   

⑥助成金交付事業を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力  

があること。  

（∋役員のうちには、各役員について、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の  

親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。   

⑧社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族に  

対して特別の利益を与えないこと。  

（診不適正な経理が行われていないこと。   

⑩不正の行為又は法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。   

⑪その定款又は寄附行為（以下「定款等」という。）において、登録が取り消され  

た場合は、その基金の全額を国、地方公共団体又は他の登録法人に贈与する旨の  

定めがあること。   

②その定款等において、当該法人の解散があった場合は、その残余財産が国、地方  

公共団体又は他の救急医療の充実を目的とする法人に帰属する旨の定めがある  

こと。   

（4）法第9条第1項の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付  

して、厚生労働大臣に提出しなければならない。   

1 定款等   

2 法第9条第2項各号の規定に該当しない旨を説明した書類   

3 （2）及び（3）の規定に該当する旨を説明した書類   

（5）法第9条第1項の登録を受けている法人は、毎事業年度経過後3月以内に、助成  

金交付事業の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。   

（6）本省令の施行日を平成20年4月1日とする。   



「救急医療用ヘリコプターの導入促進に係る諸課題に関する検討会」  

におけるドクターヘリの全国的な配備等に関する検討項目  

【全国的な整備のあり方】  

○ 広域連携等の検討  

○ 地域ごとのドクターヘリ導入の必要性  

○ 複数か所への配備  

○ 補助事業における整理  

○ 救急医療への他のヘリコプターの活用  

【運用ベースにおける工夫】  

○ ヘリポートが救命救急センターから離れて設置されている場合  

○ 複数の医療機関による共同運航方式  

○ 季節により、ヘリの基地医療機関を変更する方式  
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ドクターヘリの記事  

（2007．7．2）  

高速道路への着陸（福岡県）  

（2008．1．23）  

県域を越えた消防機関と医療機関の連携  

（静岡県、愛知県）  

（2008．2．26）  

一般道路への着陸（長崎県）   



メデキファクス 5196号  2007年（平成19年）  7月 2日月曜日  

温九州三拝故にドクターヘリ  関西以西で高避に初着陸   

6月28日午前1二L時25分ごろ、佐賀県基山町の九州自動車道上り線で、車線変更のトラック  

を避けようとした熊本県天草市の男性会社員（50）の乗用車が横転二 男性と助手席の妻（4  

6）が一時、車内に閉じこめられ、妻が右手首を骨折した。救急隊がドクターヘリの出動を  

要請b久留米大病院（福岡県久留米市）のヘリが、現場から約300メートル離れた本線上に  

着陸し、女性を治療しながら同病院に搬送した。  ／   

西日本高速道路によると、同社が管理する関西以西の高速道路で、ドクターヘリが本線上  

に着陸したのは初めて。救急医療の関係者によると、東名高速では過去に数例の着陸例があ  

るという。   

高速へのドクターヘリ着陸は約2年前に各地で検討が始まり、久留米大でも道路規制など  

のマニュテルが整備された昨年10月から、この目の事故現場を含む九州道太宰府一久留米イ  

ンター間で離着陸が可能になった。久留米大病院高度致命救急センター長の坂本照夫教授は  

「本線上に着陸できれば治療が早く始められ、ドクターヘリの有用性がさらに認められると  

思う。全国の高速道の事故で活用が広がってほしい」と話している。  【共 同】  
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が
沈
ん
 
 

で
い
る
の
を
玉
越
さ
ん
が
見
つ
 
 

け
た
。
光
ち
ゃ
ん
は
心
肺
停
止
 
 

状
態
が
1
0
～
3
0
分
間
続
い
た
と
 
 

み
ら
れ
、
体
温
は
祁
度
に
下
が
 
 

っ
て
危
険
な
状
態
だ
っ
た
。
 
 
 

通
報
で
駆
け
付
け
た
救
急
隊
 
 

員
が
、
救
命
処
置
を
し
な
が
ら
、
 
 

浜
松
市
内
に
待
機
し
て
い
る
静
 
 

岡
県
の
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
に
出
動
 
 

を
要
請
。
同
相
時
半
す
ぎ
に
到
 
 

ドクターヘリ連携奏功   
ため池落下心肺停止の3歳児退院  

か
仁
也
ら
 
方
原
病
院
の
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が
小
 
 

児
集
中
治
療
室
の
あ
る
こ
ど
も
病
 
 

院
に
運
ん
だ
。
治
横
は
発
見
の
1
 
 

時
間
4
6
分
後
に
始
ま
っ
た
。
脳
低
 
 

温
療
法
は
体
温
を
3
3
～
3
4
度
に
保
 
 

ち
、
脳
障
害
の
進
行
を
遅
ら
せ
る
。
 
 

1
0
～
3
0
分
間
の
心
肺
停
止
状
態
 
 

で
、
脳
の
組
織
が
肥
大
す
る
「
脳
 
 

浮
腫
」
と
な
る
恐
れ
も
高
か
っ
た
 
 

が
、
光
ち
ゃ
ん
は
4
日
後
に
目
を
 
 

覚
ま
し
、
後
遺
症
も
な
か
っ
た
。
 
 

発
見
時
に
体
温
が
2
8
産
ま
で
下
が
 
 

っ
た
こ
と
で
、
酸
素
不
足
に
耐
え
 
 

ら
れ
た
ら
し
い
。
 
 
 

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
は
医
讃
殴
備
を
 
 

備
え
、
専
門
医
が
治
療
を
し
な
が
 
 

ら
患
者
を
運
ぷ
。
同
病
院
の
植
由
 
 

育
也
・
小
児
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
 
 

畏
は
「
現
場
は
山
間
部
で
、
救
急
車
 
 

で
は
救
命
は
絶
望
的
だ
っ
た
し
と
 
 

話
し
た
。
 
【
鈴
木
直
、
写
真
も
】
 
 

元気な様子で退院した玉越光ちゃん（左）と父視の  
立任さん（静岡市契区の静岡県立こども病院で）  

心
肺
停
止
状
態
か
ら
回
復
し
た
玉
髄
光
弓
父
の
立
佳
さ
ん
に
抱
か
れ
て
退
院
し
た
 
 

愛知で心肺停止  

▼ 静岡の病院へ  

著
し
に
ヘ
リ
は
、
－
時
間
余
り
 
 

で
、
東
海
地
区
で
唯
一
2
4
時
間
 
 

体
制
の
小
児
集
中
治
療
室
が
あ
 
 

る
県
立
こ
ど
も
病
統
に
搬
送
し
 
 

た
。
病
院
で
は
、
脳
機
能
を
保
護
 
 

す
る
に
め
体
温
を
3
3
～
3
4
度
に
 
 

保
つ
脳
低
温
療
法
が
行
わ
れ
、
 
 

6
日
に
慧
舐
が
戻
っ
た
。
 
 
 

同
病
院
の
椎
田
育
也
・
小
児
 
 

禦
中
治
環
セ
ン
タ
ー
長
は
「
重
 
 

症
の
子
ど
も
を
封
時
間
受
け
 
 

入
れ
で
き
る
救
急
施
設
は
ほ
 
 

と
ん
ど
な
い
。
全
国
的
な
整
 
 

備
を
望
み
た
い
」
と
話
し
て
い
 
 

る
。
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国道にヘリ着陸しけが人搬送 雲仙市小浜で軽自動車事故  

二十五日午後零時五十分ごろ、雲仙市小浜町の国道で、軽乗用車とコンクリート圧  

送ポンプ車が衝突。軽乗用車に乗っていた生後九カ月の男児ら四人がけがをし、病  

院に緊急搬送するため県のドクターヘリが事故現場近くの国道に着陸した。男児と母  

親（31）を大村市の国立長崎医療センターに運び、命に別条はないという。  

雲仙署の調べでは、軽乗用車が中央線をはみ出しポンプ車と衝突。車内から子ど  

もの泣き声がしたため、ポンプ車の男性や付近住民らが、軽乗用車の後部座席で母  

親に抱かれていた男児と、助手席のチャイルドシートの女児（1つ）を救出した。  

現場近くは同署が通行止めにしており、要請で出動したヘリが国道に着陸。救急隊  

員から酸素マスクを当てられた男児を病院に搬送した後、現場に折り返し、数キロ離  

れた空き地で母親を乗せて同センターに搬送した。女児と、軽乗用車を運転していた  

祖母（59）は救急車で雲仙市内の病院に搬送された。  

県によると、県内にはグラウンドなど約四百三十カ所の着陸場所を確保しているが、  

事故などの現場から遠い場合は一般道路に着陸することもある。今回のように交通  

量が多い国道に降りるのは珍しいという。  
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